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            図    アスベスト関連疾患検診にかかる補償フローチャート 

 

区から本人に対し 
撮影費用及び交通費を 
支払うとともに、 
医療機関に対し 

複写手数料等を支払う 

区から本人に対し、 
撮影に要した費用、 
交通費及び複写 
手数料を支払う 

区から本人に対し、 
交通費及び複写 
手数料を支払う 

すでに健康診査等で撮影した画像を提供する 

文京区が主催する撮影機会に参加できない 

区で取り寄せ可能な 

医療機関である 

本人でなければ 
画像取得ができない 
医療機関である 

区でアスベスト関連疾患検診以外に目的がない 

（自由診療での実施である） 

本人に何かしら他の目的がある 

（保険適用での診療である場合等） 

本人より撮影に要した 
費用及び交通費を 
領収書を添えて提出。 
医療機関情報を伝え、 
画像は区で取り寄せる 

本人より撮影に要した 
費用、交通費及び 
複写手数料を 

領収書を添えて提出。 
（郵送料は着払い 

とする） 

区から医療機関に 

対し直接 
複写手数料を支払う 

本人より複写取得の 
ために要した交通費 
及び複写手数料を 
領収書を添えて提出。 

（郵送料は 
着払いとする） 

区が医療機関に対し 

直接複写手数料等を 
支払う 

本人が医療機関へ 
出向き、複写に 

かかった手数料及び 
交通費を領収書を 
添えて区へ申請する 

区から本人に対し， 
複写手数料及び 
交通費を支払 

（郵送料については 
着払とする） 

今回新たに医療機関を受診し，胸部 X線撮影を行う 

区で取り寄せ可能な 

医療機関である 

本人でなければ 
画像取得ができない 
医療機関である 

文京区が主催する撮影機会に 
参加する 

 

区で取り寄せ可能な 

医療機関である 

本人でなければ 
画像取得ができない 
医療機関である 

検診手当 4,000円 


